
児童発達支援センターの設置促進
及び家族支援の実施状況について
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１ 児童発達支援センターの設置促進について

２ 家族支援の実施について

（参考）
市町村における個別支援ファイルの活用状況調査結果
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１ 児童発達支援センターの設置促進について

２ 家族支援の実施について

（参考）
市町村における個別支援ファイルの活用状況調査結果



発達障がい児者が身近な場所で必要な支援が受けられる体制
づくりに向けた提言（一部抜粋）
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オ 児童発達支援センター設置

・ 第３期障害児福祉計画期間中の令和８年度までに設置等行うとしている市町村が多い一
方、各圏域の中核的な自治体での設置に向けた動きは少なく、センター設置の必要性につい
て、関係者間で共通認識がないと考えられる。

・ 児童発達支援センターの設置運営の主体は特段の制限がなく、民間事業者からの参入希
望も出ると想定されるが、市町村の施策への位置づけが必要である。

◆ 障がい福祉の部局のほか、母子保健、子育て、精神保健、要保護児童や若者自立支援の
部局、教育委員会など、児童期から青年期に向かって関わりがある部局が横断的かつ具体
的に検討していくことが期待されること。

◆ 「幼児や学齢期の児童に児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を行
う所」というイメージに加え、こども家庭庁が示した４つの中核的機能を担う場所として、部
局や保健医療福祉の分野をまたぐ機能の集積、集約が可能か検討し、共通認識を形成して
いくこと。

課題

提言



児童発達支援センターとは
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◆児童福祉法７条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保
連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援セ
ンター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援セ
ンターとする。

◆児童福祉法43条
児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機
関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要
とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その
他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施
設とする。

児童発達支援センターは、児童福祉法により以下の位置づけ（児童福祉施設）を
有する施設。

国の障害児福祉計画に係る「基本的な指針（令和５年）」では、児童発達支援

センターを各市町村または圏域単位に１か所以上設置することとされており、

また、岩手県障がい福祉計画（第３期岩手県障がい児福祉計画）においては令

和８年度末までに設置することとしている。



【参考】児童発達支援センターの役割・機能の強化
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児童発達支援センターの位置づけ
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令和６年７月25日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制
整備の手引き」より抜粋



児童発達支援センター等に求められる４つの中核機能
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令和６年７月25日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の
手引き」より抜粋

児童発達支援センターが上記の４つの機能を果たしていく観点からは、児童発達支援センターは障害児相
談支援と保育所等訪問支援の指定を有することを基本として、その運営・取組を進めていくことが必要。



児童発達支援センター等を中核とした体制整備の形態
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令和６年７月25日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡「地域における児童発達支援センター等を中核とした障
害児支援体制整備の手引き」より抜粋

地域のニーズや地域資源の状況等、地域の実情を踏まえて体制整備の方向性を検討していくことが望ましい。
身近な地域で４つの中核機能を提供できる体制を整備していくことが重要である。

気仙圏域において実施



県内の児童発達支援センターの現状
今後の目指すべき方向性
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＜県内設置状況＞
・ 盛岡ひまわり学園（盛岡市前九年）
・ イーハトーブ養育センター（花巻市石神町）
・ 児童発達支援センターつくしんぼ（県立療育センター）
・ 児童発達支援センターかぐや（宮古市）

「福祉型」「医療型」
の区分は令和６年３月
をもって廃止

自治体 取組内容

盛岡圏域 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業
団に委託（盛岡ひまわり学園）

岩手中部圏域 社会福祉法人花巻市社会福祉協議
会に委託（イーハトーブ養育セン
ター）

宮古圏域
（宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村）

社会福祉法人若竹会に委託
（児童発達支援センターかぐや）

気仙圏域
（大船渡市・陸前高田市・住田町）

面的整備において体制整備を実施

＜各市町村取組状況＞



各センターでの取組
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１．盛岡ひまわり学園

【中核機能①】
・ 児童発達支援センター事業
・ 日中一時支援事業
・ 親子通園事業(市委託事業)
→わらしっこ教室

 わらしっこ都南教室
・ ふれあいペアレントプログラム

【中核機能③】

・ 保育所等訪問支援事業

・ 巡回訪問支援実施

【中核機能④】

・ 指定特定相談支援事業・指定障害
児相談支援事業

・ 盛岡市こども発達相談支援事業
(市委託事業)

【中核機能②】

・ 「児童発達支援部会」を核とした
事業所向けの研修会の実施及び情
報交換会の開催

・ 地域の事業所等の児発管資格取
得のためのOJT実施

（サービス種類：児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援）

「令和７年度岩手県知的障害者福祉協会児童発達支援部会研修会」発表資料より抜粋



各センターでの取組
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２．イーハトーブ養育センター

【中核機能①】

・ 児童発達支援センター事業

・ 同法人内での放デイ実施

【中核機能③】

・ 保育所等訪問支援事業

・ 巡回訪問支援実施

・ 保育園交流の実施

【中核機能④】

・ 外来相談対応

・ 指定障害児相談支援実施

・ 花巻市障がい者相談支援(委託)

・ 医療的ケア児等コーディネーター業務
受託

・ ふたば教室開催(未就園児の交流の場)

【中核機能②】

・ 花巻市早期療育事業出席

・ 基幹相談支援センターと連携して地
域生活支援拠点等事業研修会開催

センターHP掲載「令和６年度中核機能にかかわる取組み状況」より抜粋

（サービス種類：児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援）



各センターでの取組
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３．児童発達支援センター かぐや

【中核機能①】

・ 児童発達支援センター事業

・ 保護者向け茶話会の実施

・ 家族支援向けイベントの開催

→自立支援協議会との協働

【中核機能③】

・ 保育所等訪問支援事業

・ 巡回支援専門員の配置（児発セ
ンター職員を巡回支援専門員とし
て任命）

【中核機能④】

・ 同法人運営の「相談支援事業所
きゃんばす」にて相談支援を実施

【中核機能②】

・ 地域支援コーディネーターを配置
しての困難ケースの指導

・ 研修会・事例検討会の開催

宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村から
地域障害児支援体制強化事業を受託（サービス種類：児童発達支援、保育所等訪問支援）

「令和７年度岩手県知的障害者福祉協会児童発達支援部会研修会」発表資料より抜粋
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各センターでの取組（事業開始までの流れ）

R5/4/ 1 児童発達支援センター開設準備室を設置

5/26 関係市町村連絡会議で児発センターの設置と取組み案を説明

8/25 自立支援協議会実務担当者会議にて、児発センターに関する意見（需要・要望等）を聴取

9/15 自立支援協議会実務担当者会議にて、事業概要（地域支援として委託を受けて実施可能な事業案）を説明

10/13 沿岸広域振興局と事前協議（概要の説明、書類の確認）

10/16 宮古市と協議

10/20 自立支援協議会実務担当者会議にて、地域支援として行う委託事業の概要と予算案を説明

10/31 沿岸広域振興局と協議（営業日、営業時間について）

11/ 9 県、沿岸広域振興局と協議（給食の提供と並行通園について）

12/15 自立支援協議会実務担当者会議にて、事業計画案を説明

R6/1/19 自立支援協議会実務担当者会議にて、委託事業案を説明

2/6～2/20 町村へ事業計画の説明と希望事業等を聴取

2/21 児童福祉法に基づく事業指定申請（振興局）、施設設置認可申請、社会福祉法に基づく施設設置届を提出（岩手県）

3/13 振興局による現地確認検査

3/29 指定通知受領

4/ 1 児童福祉法に基づく事業開始届を提出（振興局）

4/ 1 域地域障害児支援体制強化事業を宮古圏域市町村から受託（委託契約）（R6：10,193,000円 R7：13,738,000円）

（例）児童発達支援センター かぐや



各自治体における補助金活用状況等
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≪R7活用自治体≫
①児童発達支援センターの機能強化等
・盛岡市
・宮古圏域
→宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村
・北上市
②巡回支援専門員整備
盛岡市ほか10市町村



児童発達支援センター事業での機能強化に係る加算等
（報酬制度）
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所在する市町村から、
中核的な役割を果たす
事業所として位置付け
られていることが必要

指定児童発達支援センター
イーハトーブ養育センター

において活用



R6.3.21こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡 「中核機能強化事業所加算の申請手続の流れ等について」より抜粋

中核機能強化事業所加算の申請手続きの流れ
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市町村担当者会議後アンケートの取りまとめ結果

現状
未設置市町村における
現状と課題

○ 面的整備に向けて、多くの関係機関が関わるため、共通認識を
持って協議を進める必要がある。なお、事業所のマンパワーや障害
福祉サービスの資源の不足が課題となっている。
○ 自治体の規模が小さく、様々な事業を同一事業所に依頼するこ
とになり、マンパワー不足が懸念される。
○ 圏域内の複数の市町村で自立支援協議会を運営しており、設置
に関して協議を行っているが、設置には至っていない状況。

今後
未設置市町村における
今後の方針

○ 面的整備に関し、圏域内市町とともに情報収集を行いながら、
要綱の作成や体制の標榜について検討していく。
○ 他自治体の例を参考にしながら、どのような形で設置の検討が
できるか調査を実施する。
○ 自立支援協議会において、設置に関する協議を継続していく。

市町村における児童発達支援センターの

設置の意向について
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県と市町村が連携して取り組む事項

○ 各市町村若しくは各圏域ごとの児童発達支援センターの設置等
に向けた取組を推進する

・ 国の示す手引きや他自治体の取り組みを参考とし、各自治体や
圏域の実状に応じて、センター設置等中核機能の提供が可能な体制
整備を行う

・ 単一の自治体での体制整備が困難な場合には、圏域の自治体で
連携した整備に向けた検討、協議を進める

・ こども家庭庁の補助金や各種加算の活用の検討

・ 既存の地域資源を活用した体制整備の検討



20

１ 児童発達支援センターの設置促進について

２ 家族支援の実施について

（参考）
市町村における個別支援ファイルの活用状況調査結果



岩手県における発達障がい児者への支援を担う方の人材養成
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事業名 主な対象者 主な目的 受講人員数（R6） 委託先（R6）

ペアレントト
レーニング実
践研修

保育士や保健師等 支援従事者が「ペアレントト
レーニング」の技法を身につ
け、保護者等へ適切な支援が
できるようにする

29名受講・修了
（一関市と共催）
→今年度は洋野町と共
催

紫波の子育て
を支援する会
あれんと

ペアレントメン
ター支援事業

ペアレントメンター
になることを希望す
る発達障がい児者
び保護者等家族

・「ペアレントメンター」の養成
・発達障がい児・者の保護者
同士の交流や相談援助の活
発化による発達障がい児・者
の家族支援体制の構築

17名受講・修了 JDDnetいわ
て

ペアレント・プ
ログラム（岩手
県立療育セン
ターにて実施）

市町村担当者 岩手県内において、ペアレン
トプログラムを普及させるこ
とを目的とする

(R7より実施)
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岩手県委託事業 ペアレント・トレーニング実践研修

委 託 先 紫波の子育てを応援する会あれんと（H27より委託）
受 講 者 約30名
開 催 日 約２日間
プログラム内容 ペアレント・トレーニング実践研修（全９セッション）

  講義「発達障害特性について」
県 予 算  およそ204千円

【過去の開催】

年度 開催地 受講者

R5 花巻市 40名
（盛岡圏域及び県南市町村の支援者が中心）

R6 一関市（共催） 30名（県南市町村の支援者が中心）

R7 洋野町（共催） 22名（久慈市、洋野町の支援者が中心）

支援者育成研修

ペアレント・トレーニングの実施市町村数は、12市町村（R6調べ）である。
→遠方の市町村と共催することで、事業拡大を図る
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岩手県委託事業 ペアレント・トレーニング実践研修
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岩手県委託事業 ペアレントメンター支援事業

ペアレントメンター養成講座の実施 メンターcaféや茶話会の開催



岩手県委託事業 ペアレントメンター支援事業
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岩手県におけるペアレント・プログラムの普及について
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ペアレントプログラムについて

子どもの行動修正までは目指さず「行動で考えることに特化し、
保護者の認知の枠組みの修正を目指したプログラム

●子どもに対して
具体的な働きかけはほとんどしない（褒めるのみ）
子どもの「行動を」正確に捉えることを目指す

●保護者の認知に対して
全否定、ネガティブな考え方から
行動レベルで見た具体的（ポジティブ）な考え方へ
変容を促す



岩手県におけるペアレント・プログラムの普及について

27



岩手県におけるペアレント・プログラムの普及について
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岩手県におけるペアレント・プログラムの普及について
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30

活用可能な国庫補助金（厚生労働省）

「参考資料 令和８年度概算要求の概要」より抜粋

県内３市町村が活用
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活用可能な国庫補助金（こども家庭庁）

「親子関係形成事業 令和７年度当初予算（概要）」より抜粋



32「【親子関係形成支援事業】取組見込等状況調査 公表資料」より抜粋

事業活用状況



33「【親子関係形成支援事業】取組見込等状況調査 公表資料」より抜粋

事業活用状況



いわて子ども発達支援サポートブック

34

いわてこども発達支援サポート
ブックに関するお知らせ
（障がい保健福祉課ＨＰ）

○ いわて子ども発達支援サポートブック

（家族編及び保育者編）

  日頃の子どもたちへの関わり方に悩んでいる家族
や保育者に寄り添い、子どもたち一人ひとりにあった
子育てや保育を実践するための手助けとなることを
目的に作成

○ いわて発達支援サポートブック（青年・成人期編）

青年期・成人期における発達が気になる人をはじめ、
支援が必要となる人の暮らしと仕事の支援を目的に、
関係機関や家族向けに作成
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県と市町村が連携して取り組む事項

○ 各市町村において家族支援事業の実施がなされる
よう地域の体制整備を推進する。

・ 事業開始に向けて、こども家庭庁や厚生労働省の国
庫補助金を活用した予算及び事業実施を検討する。
・ 市町村が県の研修事業と共催すること等により、地域
での事業実施に取り組む。
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１ 児童発達支援センターの設置促進について

２ 家族支援の実施について

（参考）
市町村における個別支援ファイルの活用状況調査結果
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個別支援ファイルの活用状況調査について

令和７年８月・12月に、市町村における個別支援

ファイルの導入状況や作成児童数などの活用状
況に係る質問紙調査を実施

※全33市町村から回答

現状や市町村の意向等を把握し、新規導入
や有効な活用方法の検討につなげる。
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個別支援ファイルの活用状況調査について

情報共有のための手段としての「個別支援ファイル」の活用状況

・令和７年度12月時点において、県内２０市町村において活用。
（内訳：１１市、６町、３村）
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個別支援ファイルの活用状況調査について

導入済の市町村における「個別支援ファイル」の活用上の課題

・ 各市町村において目標利用者数に至っていない状況がある。
・ 学校や医療機関との十分な共有に至っていない傾向がある。

・ 保護者の同意が得られないと作成できないため、作成していない児童生徒について情
報共有に難しさがある。
・ 作成による保護者の負担感が強い（記入のしづらさ、記入量が多い等）
・ 自治体でファイルを作成する予算がなく、新たに作成することが困難。
・ 県内で統一した様式にすることで効果的に活用する保護者が増えるとの意見あり。



発達障がい児者が身近な場所で必要な支援が受けられる体制
づくりに向けた提言（一部抜粋）
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イ 市町村の療育教室と児童発達支援事業所との接続に向けた支援

・ ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングはまだ「普及啓発」の段階であり、実施でき
る市町村が少ないこと。

・ 障害児通所支援事業所や、保育所、市町村保健センターなど、ペアレントプログラム・ペア
レントトレーニング等の具体的な保護者支援が実施できる場所の拡大が必要

◆ 市町村（保健師やこども家庭センター）、障害児通所支援事業所、保育所等での実施を想
定し、ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングの担い手の多様化を図り、それによる実
際に保護者が参加できる場を増やすこと

◆ ペアレントプログラム・ペアレントトレーニング等を主宰できる人材を育成していくこと。

課題

提言
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個別支援ファイルの活用状況調査について

導入していない市町村における「個別支援ファイル」の導入予定

・ 町村部を中心に導入に消極的な市町村が多い。

・ 一方で、導入・活用までの手続きが不明なことから未定と回答している市
町村があった。



42

個別支援ファイルの活用状況調査について

「個別支援ファイル」の導入予定はない、または未定とした理由

・ 一部の市町村で導入を検討している状況がある。

・ 町村部において、支援ファイル以外の方法で情報共有や連携が足りてい
るとの回答が多い。

※ 複数回答あり
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県と市町村が連携して取り組む事項

○ 各市町村における、個別支援ファイルの新規導入やさらなる
有効活用に向けて検討を進める。

・ 未活用の市町村について、導入済みの市町村等と情報共有を図
りながら、当事者目線での活用の有効性を検討の上、導入に向けた
取組みを進める。
・ 活用中の市町村においては、活用状況や保護者の意見を踏まえ
ながら、保育、福祉、教育等の関連分野の支援者と協議を行い、有
効な活用方法について検討を行う。
・ 利用者の増に向けて、ファイルの周知や乳幼児健診等の機会を
通じた案内等の取組みを進める。


	既定のセクション
	スライド 1: 児童発達支援センターの設置促進 及び家族支援の実施状況について
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4: 発達障がい児者が身近な場所で必要な支援が受けられる体制づくりに向けた提言（一部抜粋）
	スライド 5: 児童発達支援センターとは
	スライド 6: 【参考】児童発達支援センターの役割・機能の強化
	スライド 7: 児童発達支援センターの位置づけ
	スライド 8: 児童発達支援センター等に求められる４つの中核機能
	スライド 9: 児童発達支援センター等を中核とした体制整備の形態
	スライド 10: 県内の児童発達支援センターの現状　 今後の目指すべき方向性
	スライド 11: 各センターでの取組
	スライド 12: 各センターでの取組
	スライド 13: 各センターでの取組
	スライド 14: 各センターでの取組（事業開始までの流れ）
	スライド 15: 各自治体における補助金活用状況等
	スライド 16: 児童発達支援センター事業での機能強化に係る加算等（報酬制度）
	スライド 17: 中核機能強化事業所加算の申請手続きの流れ
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40: 発達障がい児者が身近な場所で必要な支援が受けられる体制づくりに向けた提言（一部抜粋）
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43


